
 

 

〔別表〕 

評価基準 

 

1. 評価項目、評価内容及び各配点は次のとおりとし、各選定委員（５名）が採点する。 

2. 辞退者及び失格者を除いた企画提案者のうち、１位の評価を最も多く得た者を契約候

補者として選定する。 

3. １位の評価が同数の場合には、各委員が評価した順位の合計数が最も小さい者を契約

候補者として選定する。 

4. １位の評価を得た数及び合計順位数が同数の場合には、審査会で審議の上、契約候補

者を選定する。 

5. 評価の合計点の平均点が 60 点未満の場合は、当該企画提案者を契約候補者として選

定しない。 

 

（評価項目及び各項目の配点）                     （満点 100 点） 

評価項目  評価内容 配点 

１ 
業務内容の

理解度 
⑴ 業務目的、業務内容を十分に理解しているか。 5 

2 
企画提案の 

優位性 

⑵ 
障害や負荷を想定した対策を講じ、継続して安定的に利用

することができる構成の具体的な提案となっているか。 
10 

⑶ 

情報漏えいやサイバー攻撃の最新の動向及び自治体特有

の業務環境を踏まえた上で、セキュリティリスクに対応で

きる具体的かつ効果的な提案となっているか。 

10 

⑷ 

クラウド環境において、効率的な運用方法の確立とセキュ

リティ対策を講じることを踏まえた上で、リソース利用量

やサービス利用料の可視化など稼働後の運用経費（ランニ

ングコスト）の抑制に繋がる具体的な提案となっている

か。 

10 

⑸ 
移行時のリスクを踏まえた上で、安全性が高く実現可能な

移行計画が提示された具体的な提案となっているか。 
10 

⑹ 
仕様書に記載されていない+αの提案があり、かつ業務目

的達成において有効な手段となっているか。 
10 

３ 
企画提案の 

実施可能性 

⑺ 
作業の実施体制、作業実施計画は業務を安定的に遂行でき

るものであるか。 
5 

⑻ 
本業務に必要な専門知識・経験を備えた人員が配置されて

いるか。 
10 

４ 必要経費 ⑼ 
機器賃貸借に係る費用について、業務内容に見合った適切

な経費であるか、次の式により評価点を計算する。 
20 



 

 

〔別表〕 

 

（選定委員） 

選定委員は、次の５名とする。 

所属 職名 備考 

栃木県経営管理部行政改革 ICT推進課 課長 委員長 

栃木県経営管理部行政改革 ICT推進課 課長補佐（総括） 副委員長 

栃木県経営管理部行政改革 ICT推進課 課長補佐  

栃木県経営管理部行政改革 ICT推進課 副主幹  

栃木県総合政策部デジタル戦略課 副主幹  

 

20×｛（上限価格－提案価格）/（上限価格－設定価格）｝ 

⑽ 

設計・開発業務委託に係る費用について、業務内容に見合

った適切な経費であるか、次の式により評価点を計算す

る。 

10×｛（上限価格－提案価格）/（上限価格－設定価格）｝  

10 

合計 100 


